
０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 41,586 20,928 13,700 2,155 

委託料：1,944

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ事業【交付金】 1,944 1,944 

印刷製本費：216

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

食品表示法に係る事業者指導【交付金】 216 216 

[消費者教育・啓発]　報償費：460、旅費：100、消耗品
費：962、印刷製本費：320、食糧費：5、委託料：7,680
[見守り]　報償費：174、消耗品費：1,488、印刷製本費：
2,777、役務費：237、委託料：810
[食品と放射能]　報酬：1,871、消耗品費：1,223、修繕
費：918、役務費：17、委託：7,080
[専門家派遣]　報償費：1,008、旅費：165、消耗品費：
11、役務費：157

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

消費生活パートナー事業【交付金】、適格消費者
団体設立支援事業【基金】

3,057 1,073 1,361 
[パートナー]　報償費：100、消耗品費：38、印刷製本
費：845、役務費：90
[適格設立支援]　委託料：1,361

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者啓発拡充、多重債務対策、消費者教育推
進、消費者行動研修会、各種媒体を活用した消
費者教育、見守り事業、食品の放射性物質検
査、専門家派遣事業【交付金】

27,463 17,463 10,000 

旅費：474、委託料：156、負担金24

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の増員・報酬の改定【交付金】 7,864 232 3,700 報酬等3,932（増員分2,632、報酬改定分1,300）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

国民生活センター相談員研修、メンタルヘルス研修、
消費者教育講座、交付金等説明会【基金】

902 654 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員研修会【基金】 140 140 報償費：90、旅費：50

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

041009 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 仙台市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員スーパーバイズの活用による相談体制の強化。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 平成23年度から引き続き消費生活パートナー事業の実施。適格消費者団体設立支援。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存） なし

（強化） 食品表示法に係る事業者指導

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成20年度末で10人体制。

（強化） 平成21年度1人増員。平成22年度さらに1人増員。平成22年度から報酬額の改定。平成27年度、平成28年度報酬額改定。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存）
①消費者啓発、多重債務対策、消費者教育の推進等：有（リーフレット作成等）
②各種媒体を活用した消費者教育、見守り事業

（強化）
①リーフレットの購入・作成の強化、講習会開催費用等
②各種媒体を活用した消費者教育、見守り事業の強化。食品の放射性物質検査等、被災地への専門家派遣事業。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 相談員研修会を開催し、相談員のスキルアップ

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 一部相談員のみが参加

（強化） 相談員全員が国民生活センター等の研修会に参加する。相談員を対象としたメンタルヘルス実施。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 3,232              千円 前年度差 1,501              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 44,273            千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,932                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 81,056              千円

うち交付金等対象経費 36,783            千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 42,772            千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,432                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 33,203            千円

千円

前年度の消費者行政予算 75,975              千円

対象人員数計 追加的総費用

12      7,864      

平成20年度の消費者行政予算 41,041              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        2,880  

対象人員数
（報酬引上げ）

10      

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他 ○ 主任制度導入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○
Ｈ22から相談員の報酬を増額（152,200円/月→165,900円/月　13,700円増額）
Ｈ27から相談員の報酬を増額（165,900円/月→167,600円/月　1,700円増額）
Ｈ27から主任相談員の報酬を増額（165,900円/月→181,200円/月　15,300円増額）

②研修参加支援 ○ 相談員が年1回以上国民生活センター等の研修に参加できるよう支援を継続。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 12          人 今年度末予定 相談員数 12          

相談員総数 12          人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 12          人 今年度末予定



別添

自治体名 仙台市

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考
消費者教育・啓発事業

①
リーフレットやインターネットなど多様な媒体を活用し、イベント
や特別相談会など多様な機会を通して、ライフステージに応じ
た消費者啓発・消費者教育を行う。

9,527 無

見守り事業

①

配食サービス事業者等の協力を得たチラシの配布や高齢者向
けイベント等の期をとらえた啓発を行うとともに、消費者安全確
保地域協議会等のネットワークを活用し、関係機関と連携した
見守り事業を展開する。

5,486 無

食品と放射能

①
消費者の安全・安心を確保するため、食品に含まれる放射性物
質の測定を行う。

11,109 無

計 26,122

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 10,176 1,492 4,800 491 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費　189千円　役務費　871千円　報償費　140千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害未然防止に向けた啓発事業等を実施
する。【交付金】

1,200 1,200 

旅費　296千円　負担金　55千円　報償費　140千円

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員の増員及びＰＩＯ－ＮＥＴ導入による業務拡
充と啓発事業強化を行う。【交付金】

8,403 292 4,800 報酬　3,948千円　社保料　1,100千円　需用費　44千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員の更なるレベルアップのため、研
修参加機会の充実を図る。【基金】

573 491 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042021 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 石巻市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 消費生活相談員3名

（強化）
消費者庁創設に伴い、増大する業務を円滑に実施するため、相談員を1名増員するとともに、消費者庁への情報を迅速に行うためのＰＩＯ－ＮＥＴへの入
力や消費者教育・出前講座などを積極的に開催するために、相談員の勤務日数及び勤務時間を拡大する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） ラジオ放送・新聞広告での注意喚起や消費者教育・出前講座を実施することで、消費者への情報提供を積極的に行う。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県外で実施される資格取得や専門研修などについては、相談員の自費により参加

（強化） 国民生活センター等が主催する研修に相談員が参加できるよう旅費等を支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -1,386             千円 前年度差 -23                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3,393              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 10,176               千円

うち交付金等対象経費 6,783              千円

うち先駆的事業 14,904               千円

うち交付金等対象外経費 3,416              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 5,002                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 21,403             千円

千円

前年度の消費者行政予算 24,819               千円

対象人員数計 追加的総費用

4        5,048      

平成20年度の消費者行政予算 4,779                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

4        1,085  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4            人 今年度末予定 相談員数 4            

相談員総数 4            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 6,128 5,190 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

食品等の放射能測定業務委託料
機械等保守点検委託料
検査機器移設費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

学校給食において、国・県が行う定期検査を補完するためのモ
ニタリング。また一般市民持ち込みの食材等の放射性物質の特
定検査。検査機器のメンテナンス費。検査室の移設費。【交付
金】

6,128 5,190 - - 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042030 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 塩竈市 自治体コード

対象外経費
■教育委員会H28予算
　　　　　431,000円
■子育て支援H28予算
　　　　　507,000円



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） ・放射性物質検査

（強化） ・機器メンテナンス等に係る費用　　・放射性物質検査室の移設

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 1,811              千円 前年度差 321                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3,029              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 8,219                 千円

うち交付金等対象経費 5,190              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,708              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 5,190              千円

千円

前年度の消費者行政予算 7,898                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 1,218                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 有

③就労環境の向上 ○ 執務参考図書の購入

④その他 ○ 社会保険への加入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員の知識向上を目的とし、可能な限り多くの説明会・研修会等への参加。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 2,116 571 600 945 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

①・啓発用冊子購入費　　381,960円
　 ・啓発用冊子郵送料　　  13,600円
②・検査機器校正費　　　　　　　　　　   　　172,800円
　 ・検査に関わる事務消耗品費一式　　　 　27,200円
 　・放射性物質の濃度測定に係る人件費　298,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

①消費者教育・啓発用冊子等の配付【交付金】
②放射性物質検査に係る機器のメンテナンス費用
及び放射性物質濃度測定に係る人件費【基金】

894 396 498 

・旅費　　　　　 　409,000円
・受講料負担金　 38,000円

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員の年間勤務時間の増加を図ることにより相
談機能の充実を図り、併せて相談員の待遇改善を
行う。【交付金】

775 175 600 
・報酬（通勤手当相当額含む）　　　　314,000円
・社会保険料等（雇用主負担分）   　 461,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員のレベルアップのための研修参加支援【基
金】

447 447 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042056 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 気仙沼市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）
全相談員(3名）の年間総勤務時間数～2,574時間（内訳：相談員3名が在籍し、内2名は1週当たりの勤務時間21.75時間であり、内1名は1週あたりの勤務
時間は6時間である。）　　総報酬額～2,725,200円　　待遇等～雇用保険のみ加入

（強化）
基金を活用し、21年9月から少しずつ整備され、平成27年度については、全相談員(2名）の年間総勤務時間数は3,016時間(内訳：相談員2名が在籍し、2
名とも1週当たりの勤務時間数は29時間）で、総報酬額は3,086,000円（平成26年度から通勤手当相当額含む）。待遇等については、健康保険、厚生年
金、雇用保険に加入している。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 広報活用による啓発と予算の範囲内での消費者啓発学習会等の開催

（強化）

[21,22,23,24,25,26,27年度]26年度までは対象者を限定せず啓発用冊子「くらしの豆知識」を購入し配付。27年度は対象者を設定し、新成人には「お悩
み相談室」、民生委員等高齢者の見守り機関へは｢高齢者見守りガイドブック」の配付し、金融機関等の窓口には「くらしの豆知識」を配置した。
[28年度]①対象者を設定した啓発用冊子を配付し、消費者啓発に活用したい②震災後、一般住民向けに食品等の放射性物質検査を実施しており、25
年度から検査機器のメンテナンス等について基金を活用している。28年度については検査に係る臨時職員の人件費についても活用したい。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県内の研修に予算の範囲内での参加

（強化）
21年度から基金を活用し、相談員及び消費者行政担当職員が専門知識を習得するため、国民生活センター等が主催する研修に参加している。28年度
についても引き続き、消費生活相談員の旅費や受講負担金を支援し、相談員の資質向上を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化）
[21,22,23,24,25年度]相談室の改修や机、椅子保管庫等の備品及び参考執務図書を整備し、相談業務環境を改善した。
[27年度]なし



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -2                   千円 前年度差 -497               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,604              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 775                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 4,720                 千円

うち交付金等対象経費 2,116              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3,101              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 772                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,983              千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,084                 千円

対象人員数計 追加的総費用

2        775         

平成20年度の消費者行政予算 2,606                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        442     

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他 ○ 平成24年4月から、健康保険と厚生年金へ加入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○
平成24年4月から、勤務時間の増加（週21.75時間→週29時間）に伴う報酬額の増額
（月額報酬額91,000円→122,000円、時給965円→970円）
平成26年4月から、通勤手当相当額の支給

②研修参加支援 ○ 研修参加の旅費と受講負担金を支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,791 925 - 866 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発パンフレット購入
食品放射能測定機器校正手数料（２台），食品等放射
能測定用消耗品

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発を図る【交付金】
食品放射能測定機器校正等【基金】

1,606 925 681 

研修参加に必要な旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員報酬を20％引き上げる【基金】 156 156 
H23まで月額67,000円×12月→月額80,000円×12月の
差額分

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員が県内で開催する研修への参加を支援（１
名）する【基金】

29 29 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042064 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 白石市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員の報酬を引き上げる。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 被害防止のパンフレットを作成し配布する。食品の放射性物質検査により消費者の安全安心を確保する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 相談員のレベルアップを図るため、研修参加に必要な旅費、研修費を支給する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） インターネット関連機器、執務参考図書等の購入。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -978               千円 前年度差 -604               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 200                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 156                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,991                 千円

うち交付金等対象経費 1,791              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 804                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 156                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,369              千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,173                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        156         

平成20年度の消費者行政予算 1,178                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上 ○ インターネット環境を整備し相談の効率化を図る

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬を20％引き上げる

②研修参加支援 ○ 旅費、研修費を支援する

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,116 919 - 191 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費（消耗品費、印刷製本費）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

名取市消費者の会への事業補助金（交付金） 66 66 負担金及び補助金

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者啓発用啓発物（チラシ等）を購入し、巡回
相談や出前講座の際に配布。また、チラシやポ
ケットティッシュを作成し、市内新聞購読世帯へ配
布したり市内施設へ備え置く。（交付金）

853 853 

旅費191,000円、単独費（旅費）6,000円

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等が開催する研修会への相談
員等の参加を支援。(基金）

197 - 191 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

004045 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 名取市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） 名取市消費者の会へ事業補助を行い、活動を支援する。

（強化） 交付金より、上記事業を行い、消費者の会のより活発な活動を支援する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者啓発用リーフレットやチラシ等の啓発物を購入し、相談窓口で配布。

（強化）
消費者啓発用リーフレットやチラシ等の啓発物を購入し、相談窓口や巡回相談、出前講座等で配布。また、チラシを作成し、新聞へ折り込んで啓発を図
る。ポケットティッシュ等、相談窓口自体を広報する啓発物も作成。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター等が開催する研修会への消費生活相談員の参加支援。

（強化） 引き続き、上記事業を行い、消費生活相談員のレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -253               千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 189                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,299                 千円

うち交付金等対象経費 1,110              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 189                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 900                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,089                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 442                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活支援センター等が開催する研修会等への参加支援。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 3,623 2,623 1,000 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

放射性物質測定用品購入費、検査機器校正費、臨時
職員賃金、社会保険料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

放射性物質検査機器のメンテナンス費用及び食
品等の放射性物質測定に係る人件費等【交付金】

2,423 2,423 

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員１名の増員【交付金】 1,200 200 1,000 報酬、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042081 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 角田市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名

（強化） 相談員１名増員による消費生活相談対応や啓発等の消費者行政機能

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質測定による安全・安心の確保

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 266                 千円 前年度差 -32                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,439              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,200                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 5,062                 千円

うち交付金等対象経費 3,623              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,471              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,199                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 3,023              千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,494                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        1,200      

平成20年度の消費者行政予算 1,173                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        960     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 12,717 10,558 2,000 159 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

１　啓発チラシ、啓発用品の購入費
２　放射能測定等業務委託料、郵送料、測定機器保守
　　点検料、消耗品費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

１　消費者被害防止のための啓発用品購入【交付
　　金】
２　市民持込み食材、学校・保育所給食食材の放
　　射能測定委託等【交付金】

10,287 10,287 

旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者行政強化のための人的体制整備（相談員
１名増員）【交付金】

2,271 271 2,000 報酬、社会保険料、時間外勤務手当

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等が主催する相談員等研修へ
の参加支援【基金】

159 159 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042099 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 多賀城市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員１名

（強化） 相談件数の増加やＰＩＯ－ＮＥＴ入力業務等に対応するため、相談員１名増員する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
消費者講座や庁内窓口等で配布する消費者被害防止の啓発用リーフレット・啓発用品等を購入する。
食品の安全性に対する市民の不安の解消を図るため、市民が自家消費用として栽培・採取・飼育・捕獲した食材及び小中学校・保育所給食食材の放射
能測定業務を委託する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費者行政担当者、消費生活相談員の研修は、県内研修の参加に留まっている。

（強化） 相談員等消費者行政担当者の県外研修への参加旅費、負担金を支援。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 237                 千円 前年度差 -123               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,357              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,271                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 15,074               千円

うち交付金等対象経費 12,717             千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,480              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,208                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 14,319             千円

千円

前年度の消費者行政予算 16,799               千円

対象人員数計 追加的総費用

1        2,271      

平成20年度の消費者行政予算 2,120                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,476  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 - 人日 年間実地研修受入総日 - 人日

研修参加・受入要望

参加者数 - 人 実地研修受入人数 -

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費、負担金を支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



別添

自治体名 多賀城市

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考
地域社会における消費者問題解
決力の強化に関する事業（消費者
の安心・安全を確保するための取
組）

①

宮城県及び消費者庁から貸与された放射性物質測定機器によ
り、市民持込み食材及び小中学校、保育所で供する給食につ
いて、より一層の安全･安心を確保するため、食材等放射能測
定業務の委託と検査機器のメンテナンスを行う。

9,719 無

計 9,719

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,032 600 - 432 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

放射性物質検査機器メンテナンス費用等（200,000×2
×1.08　263,000×1×1.08）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

放射性物質検査機器の維持管理【交付金】 600 600 

⑧消費生活相談体制整備事業
相談窓口開設日数の拡大（平成21年4月から週2
回から週3回へ増）【基金】

432 432 相談員（１名）報酬（週２日から週３日へ増）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042111 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 岩沼市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名（週２日・H20まで）

（強化） 一元的相談窓口への加入により見込まれる相談件数の増加に対する相談窓口開設日数を週２日から週３日へ拡大（H２１より）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査を円滑に実施するため検査機器メンテナンス費用等に充当。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 376                 千円 前年度差 412                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,441              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 432                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,473                 千円

うち交付金等対象経費 1,032              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,029              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 381                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 981                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,010                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        432         

平成20年度の消費者行政予算 1,065                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        288     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上 ○ ＬＧＷＡＮ回線によるＰＩＯ-ＮＥＴの導入。

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 月額報酬の向上　月額95,400円→月額108,000円

②研修参加支援 ○ 県・国セン等が主催する研修会へ参加できる環境を整える。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 6,965 1,667 - 556 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・消耗品費（啓発物品等）　290
・印刷製本費（パンフレット等）　315
・委託費（消費者行政情報等放送業務、無料法律相談）
894

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強
化を図るための事業）

・地域の消費者団体が取り組む事業を支援する。
【交付金】

57 40 ・補助金（消費者団体育成補助金）　40

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

・振り込め詐欺や悪質商法が後を絶たないことか
ら、多様な消費生活相談に対応し、地域の消費者
問題の解決に努めるほか、啓発用パンフレット・
グッズ・パネルを活用し、地域や企業へ出向いて、
講座を行うなど、諸費者被害を未然に防止するた
め、啓発活動を推進する。
・コミュニティＦＭを活用した広報を行う。
・弁護士等による相談会を実施する。【交付金】

1,597 1,499 

・消耗品費（相談員研修受講資料代）　25
・費用弁償（相談員研修参加等）　511
・旅費（担当者会議等）　20

⑧消費生活相談体制整備事業 ・相談員に通勤手当を支給する。【交付金】 4,755 128 ・報酬（通勤手当）　128

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

・相談員のレベルアップのための各種研修会や講
座への参加を支援する。
・消費者行政に係る担当者会議や各種研修会に
出席する。【基金】

556 556 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042129 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 登米市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強
化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑧消費生活相談体制整備事業

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 地域消費者団体の各種事業並びに持続的発展支援

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 単価改定による通勤手当の加算

（既存） 消費生活窓口相談、出前講座、消費者行政情報等放送、無料法律相談会

（強化）
パンフレット・グッズ・パネルを活用した地域や企業での講座開催、コミュニティＦＭを活用する消費者行政提供情報の精査、弁護士等による相談会の周
知

（既存） 地域消費者団体の育成

（強化）

（既存） 国民生活センター、県等主催研修事業への参加

（強化） 上記事業参加増による相談業務の向上と消費生活相談員資格取得の支援

（既存） 相談員の通勤手当支給

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 211                 千円千円 前年度差 92                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

4,742              

千円

うち交付金等対象経費

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人日 年間実地研修受入総日

法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

うち交付金等対象外経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

2,223              千円

128                    千円

4,650              千円

6,965                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

128                    千円

千円

2,177              千円

前年度の消費者行政予算 6,827                 

3        90           

平成20年度の消費者行政予算 4,531                 

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

相談員総数 3            人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3            人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

④その他

月額単価の前年比増を図る。

②研修参加支援 ○ 消費生活専門相談員資格取得に向け、多様な研修機会に参加する。

③就労環境の向上

①報酬の向上 ○

人

3            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3            人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 6,153 2,155 3,800 198 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

悪質商法対策リーフレット・チラシ作成
啓発用機材用品購入
食品等放射能測定精度維持

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発　【交付金】
食品の安全・安心の確保　【交付金】

1,987 1,987 

消費生活相談員レベルアップ研修等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置（2名）　【交付金】 3,968 168 3,800 消費生活相談員の配置（2名）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

各種研修参加　【基金】 198 198 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042137 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 栗原市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者トラブル関連業務を円滑に行うため、2名の相談員配置を行う。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のため市民向け啓発用品（POP、ポスター、チラシ、リーフレット等）を作成し、被害者防止を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員のレベルアップを目的とした支援を行う。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -24                 千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 128                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,968                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 6,281                 千円

うち交付金等対象経費 6,153              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 128                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,968                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 6,151              千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,279                 千円

対象人員数計 追加的総費用

2        3,968      

平成20年度の消費者行政予算 152                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        2,958  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が主催する各種講座に係る旅費等を負担する。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 11,538 9,996 - 770 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

参考図書5,000円ファイル   等5,000円
報償費(謝金)(28,000円+900円)310=9,207,000円
旅費(費用弁償)1,400円/人×310人=434,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

・参考図書、事務用品等の整備【交付金】
・司法書士等の専門家による相談を実施【交付金】
・食品等の放射性物質の検査【交付金】

10,007 9,996 

旅費1,400円×10回

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員を2名継続【基金】 1,512 756 報酬63,000円×12ヶ月×1名=756,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修参加の旅費を支援【基金】 19 14 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042145 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 東松島市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員2名、日々交代で週を通して相談日を開設する

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） ・相談内容の充実を図るため参考図書、事務用品等の整備を行う ・司法書士等の専門家による相談を週2日実施する ・食品等の放射性物質の検査を実施する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県主催の研修会に参加

（強化） 相談員のレベルアップのため県・センターその他の団体等主催の研修会等に参加し専門的知識と理解を深める

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -22                 千円 前年度差 -3                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 784                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 756                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 11,550               千円

うち交付金等対象経費 10,766             千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 787                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 756                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 10,425             千円

千円

前年度の消費者行政予算 11,212               千円

対象人員数計 追加的総費用

1        756         

平成20年度の消費者行政予算 806                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,304  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 有

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修会参加旅費を支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



別添

自治体名 東松島市

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考
地域社会における消費者問題解決力
の強化に関する事業(消費者の安心・
安全を確保するための取組)

①

司法書士等の専門家による相談を実施

9,641 無

計 9,641

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 4,476 1,489 2,000 955 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・啓発用冊子購入（728，000）
・サポーター養成講座講師謝礼（200，000）
・検査機器校正施数量・消耗品（384，000）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

・啓発用冊子等の購入【交付金】
・消費生活サポーター養成講座開催【交付金】
・放射性物質検査機器のメンテナンス費用等（特
別会計）【基金】

1,312 928 384 

研修旅費・受講負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員雇用【交付金】 2,141 141 2,000 賃金・時間外手当・社会保険料・雇用保険

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

行政職員・消費生活相談員の研修参加支援【基
金】

603 571 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士アドバイザー研修【交付金】 420 420 講師謝礼

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

042153 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 大崎市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成２２年度より消費生活相談員１名を増員し，消費者庁への迅速な相談情報の通知対応で，増大する業務を円滑に実施した。

（強化） 平成２２年度より増員した消費生活相談員を継続雇用し，消費者庁への迅速な相談情報の通知対応で，増大する業務を円滑に実施する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）
１）消費者被害の未然防止を目的に，啓発冊子を購入し出前講座及び消費生活講座並びに消費生活サポーター養成講座等において配布・啓発した。
２）消費生活サポーター養成講座を開催し，消費者被害の未然防止や被害回復に努める地域のサポーターを育成した。

（強化）
１)消費者被害の未然防止を目的に啓発用冊子を購入し，出前講座及び各種講座等開催時に配付・啓発を行う。
２）引き続き消費生活サポーター養成講座を開催し，消費者被害の未然防止や被害回復に努める地域のサポーターを育成する。
３）食の安全性に対する消費者の不安解消のため導入した放射性物質検査機器の校正と消耗品を購入する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活関する研修に，職員及び消費生活相談員のレベルアップを図るために研修支援を行った。

（強化） 日々変化する消費生活相談に対応するため，引き続き研修支援を強化する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） 弁護士アドバイザー研修を実施し，高度で専門的な案件への対応力を強化した。

（強化） 弁護士アドバイザー研修を継続的に実施することにより，高度で専門的な案件への対応力を強化する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 3,184              千円 前年度差 -948               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 10,050             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,141                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 14,494               千円

うち交付金等対象経費 4,444              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 10,998             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,109                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 4,487              千円

千円

前年度の消費者行政予算 15,485               千円

対象人員数計 追加的総費用

1        2,141      

平成20年度の消費者行政予算 6,866                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,715  

対象人員数
（報酬引上げ）

4        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 平成２８年度より月額１，２００円のベースアップを実施。

②研修参加支援 ○ 国セン研修等の参加を相談員一人当たり２回を確保し，研修参加支援を強化する。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4            人 今年度末予定 相談員数 4            

相談員総数 4            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,389 496 - 887 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消費者被害の未然防止・拡大防止等により消費者の安
全・安心を確保するための事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者トラブル意識啓発等を行う【交付金】
食品等放射能検査装置保守点検委託料等【交付
金】

496 496 

研修参加支援（市町村）旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談窓口の機能強化を図るため、報酬
等、事務機能の整備等を行う【基金】

839 835 非常勤職員に対し、報酬、社会保険料（雇用主負担分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加機会の増強のための旅費【基
金】

54 52 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

043010 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 蔵王町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談窓口における相談員配置

（強化） 地域の身近な消費生活相談窓口として、消費生活相談体制を維持する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者トラブルの意識啓発チラシの配布、民生児童委員などへの出前講座

（強化） 食品等放射能検査装置保守点検、消費者トラブルの意識啓発チラシの配布、民生児童委員及び地域住民への出前講座等

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県内外で行われる研修会へ参加

（強化） 消費生活相談員のさらなる対応能力強化のため、研修参加の支援の継続を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 6                    千円 前年度差 2                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 6                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 835                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,389                 千円

うち交付金等対象経費 1,383              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 4                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 834                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,428              千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,432                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        1,389      

平成20年度の消費者行政予算 -                       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,147  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員のさらなる対応能力強化のため、研修参加の支援の継続を図る。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 713 713 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

(380,000円+280,000円)*1.08=712,800円
※検査機器校正費用：2台分

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

放射性物質検査機器のメンテナンス費用 713 713 - - 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

043028 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 七ヶ宿町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 食品放射能測定システムを有効かつ正確に運用するために機器の校正を行う

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -                    千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 -                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 713                    千円

うち交付金等対象経費 713                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 -                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 713                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 713                    千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 -                       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

-            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 2,263 820 - 1,443 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

事務用品、啓発グッズ、参考図書等の購入、講師謝礼、
機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、検査消耗品代

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

・消費生活講座開催【交付金】
・貸与放射能検査機器のメンテナンス及び検査用
経費【基金】
・消費者被害防止のため消費生活相談事業等の
周知や機能強化を図る【交付金】

1,280 820 460 

旅費、研修負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業
巧妙化する悪質トラブル解決業務を円滑に実施
するため、消費生活相談員を配置する。【基金】

960 960 相談員報酬

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員のさらなるレベルアップのための
研修参加の機会増強を行う【基金】

23 23 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

043222 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 村田町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 担当職員が相談受付。

（強化） 担当の消費生活相談員１名を設置し、週３日相談にあたる。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止のため、消費生活相談事業の周知や参考図書の購入を行った。

（強化） 消費生活相談機能の強化を図るため、相談事業の周知や参考図書の購入を進める。町民が持ち込む食品の放射能測定、消費生活講座の開催

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県内研修に参加できるよう旅費・負担金を支援する。

（強化） 国・県・弁護士会主催の研修参加を支援する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -249               千円 前年度差 -182               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -182               千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 960                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,081                 千円

うち交付金等対象経費 2,263              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 960                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,019              千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,833                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        960         

平成20年度の消費者行政予算 67                     

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        870     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上 ○ 平成２６年４月より有給休暇及び特別休暇の付与実施

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,806 1,756 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

①事業経費：1,100千円（単独費：50千円）
　 交付金対象経費：1,050千円
②事業経費：706千円
　 交付金対象経費：706千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

①消費者被害未然防止に向けた啓発指導のた
め、町民の消費者問題への対策知識習得等を目
的とした啓発物等の町内全戸配布などを実施。
【交付金】
②放射能検査機器メンテナンス事業(町で設置し
ている放射線量測定機器のメンテナンス【3台分】
【交付金】

1,806 1,756 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

043214 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 大河原町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） ①町民に対して、消費者被害防止に向け、啓発強化・利用頻度の増加となる配付物を選定し、町内全戸に配付する。

（強化）

①町民の特殊詐欺被害の未然防止及び対策知識の習得に向け、地域の状況に合致した啓発および窓口利用頻度の増加となるものを選定し、町内全戸
に配付する。
②消費者の食の安全と安心確保のため正確な測定が行えるよう検査機器をメンテナンスし、住民が検出器による放射性物質検査を利用しやすい環境を
つくる。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 63                   千円 前年度差 7                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 872                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,628                 千円

うち交付金等対象経費 1,756              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 865                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,730              千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,595                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 809                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加率向上のため、旅費予算額を7千増加した。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 646 565 - 80 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消費者教育、消費者被害防止のための啓発物の作成、
配布【交付金】  250
消費者の安全安心確保のための放射性物質検査【交付
金】315

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育、消費者被害防止のための啓発物の
作成、配布【交付金】
消費者の安全安心確保のための放射性物質検査
【交付金】

566 565 

80

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員のレベルアップ研修のための旅費の支給
【基金】

80 80 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

043231 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 柴田町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止のための啓発物の配布

（強化） 食品の放射性物質検査及び出前講座等による啓発物配布

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター等への研修会の参加支援

（強化） 研修会への参加を支援することにより消費生活相談員の更なるレベルアップを図る

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 11                   千円 前年度差 -121               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,049              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,694                 千円

うち交付金等対象経費 645                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,170              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 792                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,962                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 1,038                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 - - - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

004324 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 川崎町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 62                   千円 前年度差 -10                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 710                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 710                    千円

うち交付金等対象経費 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 720                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 千円

千円

前年度の消費者行政予算 720                    千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 648                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 965 900 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・検査機器点検校正費＠345,600円
・検査機器点検校正費＠172,800円
・検査機器点検校正費＠284,040円
・測定に係る消耗品：97,560円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

食品等の安心安全のため国民生活センター等か
ら貸与された放射性物質検査機器のメンテナンス
等を行なう。【交付金】

965 900 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

043419 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 丸森町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 食品等の安心安全のため国民生活センター等から貸与された放射性物質検査機器のメンテナンス等を行なう。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -79                 千円 前年度差 59                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 65                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 965                 千円

うち交付金等対象経費 900                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 6                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 900                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 906                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 144                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 2,388 1,281 - 1,107 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のため消費生活講座の開催、消
費者被害防止のための啓発物品作成、放射性物
質検査機器の維持管理【交付金】

1,281 1,281 

⑧消費生活相談体制整備事業
相談日の拡大（既存相談日の勤務日数の拡大）

【基金】
953 953 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費者行政担当者等の県内外での研修会への参
加支援【基金】

154 154 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

043613 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 亘理町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日を週３日から５日に変更し、迅速な処理に対応する。

（強化） 引続き、週５日相談日を開設する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費生活講座を開催（３回）。啓発物品を作成し被害防止の啓発、放射性物質検査機器の維持管理に努めた。

（強化） 引続き、消費生活講座の開催と、啓発物品を作成し被害防止を図る。放射性物質検査機器の保守点検、維持管理を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活相談員、行政担当者が県内外の研修等に参加しレベルアップに努めた。

（強化） 引続き、県内外の研修等に参加し更なるレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 65                   千円 前年度差 70                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,212              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 953                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 3,600                 千円

うち交付金等対象経費 2,388              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,142              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 950                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,318              千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,460                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        953         

平成20年度の消費者行政予算 1,147                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        594     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 8,695 8,578 - 117 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・詐欺撃退シール作成　368
・食品放射能測定機器点検校正費　609
派遣を受ける専門家の報酬・旅費   7,601

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

・消費者被害防止のための詐欺撃退シールの作
成【交付金】
・食品放射能測定機器の点検校正費【交付金】
・東日本大震災による被災者の生活再建に伴う相
談対応のため、法テラス山元の相談窓口に専門家
を派遣する【交付金】

8,578 8,578 

研修会参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員・担当職員の研修への参加支援
【基金】

117 117 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

043621 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 山元町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止のためのパンフレットを作成し、イベント・出前教室や各戸配布などにより周知を図る

（強化）
・イベント及び各戸配布パンフレットに加え、啓発回覧板を作成し消費者が目にする機会を増やすことにより消費者事故の未然防止を図る
・消費者の放射能による食への不安の解消のために実施している食品放射能測定の機器の点検校正を行う
・東日本大震災による被災者の生活再建に伴う相談対応のため、法テラス山元の相談窓口に専門家を派遣する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員に対し予算の範囲内での研修参加支援

（強化） 相談員・担当職員のレベルアップのため、研修参加機会を増やし、参加支援を行う

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -39                 千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 707                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 9,402                 千円

うち交付金等対象経費 8,695              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 707                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 8,452              千円

千円

前年度の消費者行政予算 9,159                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 746                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県内での研修に加え、国民生活センター主催の研修へ参加できる体制とした。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



別添

自治体名 山元町

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

東日本大震災被災者相談事業 ①
東日本大震災による被災者の生活再建に伴う相談対応のた
め、法テラス山元の相談窓口に専門家を派遣する。

7,601 無

計 7,601

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,330 992 - 338 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費（514,025円）・報償費（20，000円）・役務費（710
円）・委託料（456，840円）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活相談員に係る適切な情報の収集並びに参考図書を
整備し、相談窓口における実務能力の強化を図る。住民が持ち
込みの自家野菜等の放射性物質の測定を実施。　　【交付金】

992 992 

ﾈ旅費（国民生活ｾﾝﾀー主催研修参加旅費他　68,060
円）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の処遇改善【基金】 269 269 報酬（268，800円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員の対応力向上のため積極的に研
修へ参加できるよう支援する。【基金】

69 69 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

044016 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 松島町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の体制を図る。

（強化） 消費生活相談員の処遇改善を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者問題に関する講習会の開催、啓発パンフレットを作成。

（強化）
消費者行政に必要な情報を提供し，消費者トラブルの未然防止及び早期解決を図るための講習会を開催し、それに伴う啓発品を配布し、消費生活に関
する知識の普及を図る。又継続的に食品の持ち込みの放射性物質測定を実施する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 無し

（強化） 消費生活相談員の対応力向上のため積極的に研修へ参加できるよう支援する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -9                   千円 前年度差 -391               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 437                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 269                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,767                 千円

うち交付金等対象経費 1,330              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 828                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 269                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,016              千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,844                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        269         

平成20年度の消費者行政予算 446                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        798     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬の引き上げを実施　平成２７年度

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費の支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 294 294 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

食材等放射能測定器点検校正委託料　１台・放射能測
定関係消耗品

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

食品等の放射性物質検査等に係る事業（放射性
物質検査機器のメンテナンス、消耗品購入【交付
金】

294 294 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

044041 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 七ヶ浜町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査等に係る事業（放射性物質検査機器のメンテナンス、消耗品購入

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -252               千円 前年度差 -252               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 398                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 692                    千円

うち交付金等対象経費 294                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 650                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 292                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 942                    千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 650                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,907 1,643 - 264 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

人件費1,313,000円、
消耗品費24,000円、
委託料306,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

放射性物質測定検査に伴う人件費及び消耗品
費、放射性物質測定機器保守点検業務委託料

1,643 1,643 

相談員旅費　仙台480円×14回＝6,720円、
相談員宿泊研修旅費等6,974円

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬の増額分 250 250 相談員日額報酬増額分　2,500円×100日＝250,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修会等への参加に伴う旅費（費用弁用） 14 14 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

044067 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 利府町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談業務によりあっせんを実施

（強化） 消費生活相談業務の多様化、増加に対応するため、あっせんの強化を図る

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 住民持込み食材に対する放射性物質検査に関する周知の強化を図る

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活相談員の更なるレベルアップ

（強化） 消費生活相談員が研修を受けやすい環境を整備するとともに、更なるレベルアップを図る

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 3                    千円 前年度差 -316               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 504                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,907                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,411                 千円

うち交付金等対象経費 1,907              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 820                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 308                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,128                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        250         

平成20年度の消費者行政予算 501                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額報酬への上乗せ2,500円/日

②研修参加支援 ○ レベルアップ研修会等に積極的に参加できるよう支援する

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 654 100 - 554 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消費生活に関する情報周知用パンフレット作成費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者トラブルに関する注意喚起など消費生活に
関する情報の周知【交付金】

100 100 

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の設置【基金】 420 420 相談員賃金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

相談窓口周知用啓発品作成費、消耗品費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活に係る相談窓口の設置及び相談窓口の
周知【基金】

134 134 

044211 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 大和町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員任用の際の相談員賃金の充実

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者問題や消費生活に関する情報提供の強化

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） 出前講座や夏祭り等での啓発及び相談窓口の周知



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -65                 千円 前年度差 -4                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 108                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 420                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 762                    千円

うち交付金等対象経費 654                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 112                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 420                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,081              千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,193                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        420         

平成20年度の消費者行政予算 173                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        306     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 466 65 - 401 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害の未然防止、拡大防止を図る 【交付
金】

65 65 

研修会旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者行政担当者（非常勤職員）の配置に係る報
酬等 【基金】

396 396 報酬、出張等に係る費用弁償

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費者行政担当者（非常勤職員）の各種研修受
講に係る旅費等　【基金】

5 5 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

044229 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 大郷町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者行政担当者（非常勤職員）を配置し、専門的な知識で消費者の問題解決に対応する環境を整える。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害の未然防止と対処の普及啓蒙のため、各種研修会開催時に啓発図書を配布する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 各種研修会参加による消費者行政担当者の問題対応力と解決力の向上を支援する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -                    千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 396                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 466                    千円

うち交付金等対象経費 466                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 363                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 428                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 428                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        396         

平成20年度の消費者行政予算 -                       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        286     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 784 - - 722 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活相談窓口費用弁償（研修参加等）（17千円）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員１名について、引き続き相談員の
配置を行い、相談業務に対応する。【基金】

582 582 
消費生活窓口【週10時間勤務】賃金（528千円）、費用弁償（28
千円）
消費生活窓口出前講座時賃金（22千円）、費用弁償（3千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員の研修参加支援として、消費生
活相談員の研修時交通費支援。【基金】

74 17 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

消費生活相談窓口用携帯電話通信料（103千円）、
消費生活相談員事務用消耗品代（20千円）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談窓口の充実を図るための執務資料および消
耗品等の整備、通信機材の整備に加え、相談窓
口の充実および、相談業務の周知を図る。【基金】

128 123 

044237 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 富谷町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員１名について、相談員の配置を行い、相談業務に対応するもの。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員の研修時交通費支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） 相談窓口の充実を図るため、執務資料および消耗品等の整備、通信機材の整備により、相談窓口の充実および、相談業務の周知を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -14                 千円 前年度差 -65                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 62                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 582                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 784                    千円

うち交付金等対象経費 722                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 127                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 593                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 633                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 760                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        582         

平成20年度の消費者行政予算 76                     

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        480     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員への研修の紹介や賛歌時の交通費支援を行っている。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 690 324 - 330 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

放射能測定器メンテナンス費、啓発パンフレット

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

【交付金】食の安全確保（放射能測定）,
【交付金】住民被害防止のための啓発事業

360 324 - - 

⑧消費生活相談体制整備事業 【基金】消費生活相談員の設置 330 - - 330 相談員の賃金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

044245 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 大衡村 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員１名を配置。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 食の安心安全を確保するため放射能測定を実施。対象者を絞り込み，消費者行政啓発チラシを継続して配布。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 68                   千円 前年度差 -18                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 68                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 330                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 722                    千円

うち交付金等対象経費 654                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 86                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 318                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 601                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 687                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        330         

平成20年度の消費者行政予算 -                       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        330     

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

人

年間研修総日数 -        人日 年間実地研修受入総日 -        人日

研修参加・受入要望

参加者数 -        人 実地研修受入人数 -        

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員のキャリアアップのため，研修等への参加を支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

-            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 3,468 712 - 2,756 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発用パンフレット、検査機器点検委託料等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害の未然防止、拡充防止を図ることによ
り、消費者の安全安心を確保する。また、食品の
安全を確保するための放射性物質検査機器のメ
ンテナンス等を行う。（交付金）

712 712 

研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談など消費者相談機能を強化するた
めの人的支援を整備する。（基金）

2,656 2,656 賃金、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員のレベルアップを図るため、研修
参加の支援を行う。（基金）

100 100 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

044440 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 色麻町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者行政相談窓口を円滑に実施するため人的体制整備を図る。

（強化） 消費者行政の強化に伴い増大する事業を円滑に実施するため、消費者生活相談員の充実を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害の未然防止に向けた啓発事業を行う。

（強化）
自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のため啓発事業の強化を図る。また、食の安全のための放射性物質検査機器のメンテナンス等を行
う。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活相談員の研修参加支援によりレベルアップを図る。

（強化） 消費生活相談員の更なるレベルアップのため研修参加機会の増強を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 346                 千円 前年度差 -236               千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 346                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,656                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 3,814                 千円

うち交付金等対象経費 3,468              千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 582                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,629                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 3,374              千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,956                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        30          

平成20年度の消費者行政予算 -                       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 賃金月額を192,200円から2,500円増額の194,700円とする。

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

-            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 4,146 1,954 - 1,243 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

特殊詐欺など防止のための啓発用品作成【交付
金】
食品等の放射性物質検査に係る消耗品の整備、
検査装置のメンテナンス、検査員の配置【交付金】

1,954 1,954 

⑧消費生活相談体制整備事業
既存相談員の勤務日数・勤務時間の拡大、報酬
の増額【基金】

2,069 1,120 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員スキルアップのための研修参加旅費【基
金】

123 123 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

004445 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 加美町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 相談日数３日、相談員の勤務時間週２４時間・月額報酬８０，０００円

（強化）
相談件数の増加と社会情勢の変化によって複雑化・高度化する相談への対応、および出前講座や移動相談日の開設のため、勤務時間を週３０時間と
し、相談日数を週３日から４日へ拡充。平成２５年度から報酬月額を１５０，０００円としている。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
平成２４年度から行われている食品等の放射性物質検査を平成２８年度も継続。検査に係る消耗品の購入や検査機器のメンテナンス、検査員を配置し、
職の安全・安心の確保に向けて安定した検査体制を整備する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 相談員のスキルアップのため、国民生活センターへの研修参加支援を行う。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 743                 千円 前年度差 24                   千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 1,756              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,120                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 4,953                 千円

うち交付金等対象経費 3,197              千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 1,732              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,120                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 2,796              千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,528                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        1,120      

平成20年度の消費者行政予算 1,013                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        288     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 4,607 3,779 - 828 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消耗品、備品購入費
賃金、修繕料、手数料ほか

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者問題の啓発【交付金】
食品等の放射性物質検査等に係る事業【交付金】

3,436 3,436 

旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
非常勤特別職として消費生活相談員を配置【基
金】
臨時職員として消費生活相談員を配置【交付金】

982 343 639 報酬、賃金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員の研修参加支援【基金】 189 189 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

045012 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 涌谷町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員２名の配置を継続

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発用物品等の整備、消費者の安心・安全を確保するため放射性物質測定を行う

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等への研修参加支援、旅費・負担金の支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 828                 千円 前年度差 830                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 830                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 982                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 5,437                 千円

うち交付金等対象経費 4,607              千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 -                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 978                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 4,471              千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,471                 千円

対象人員数計 追加的総費用

2        983         

平成20年度の消費者行政予算 2                       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        1,008  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 通勤手当が支給されることとなった

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 5,823 4,222 800 801 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消費者被害防止のための出前講座等の啓発事業用消
耗品,備品の購入、消費生活モニターの会議等の会議
参加報酬等、執行参考資料の購入、食品中の放射性物
質の簡易測定事業。啓発用パネル、プロジェクター購入
費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活モニターの円滑な活動の保証、消費者
への啓蒙事業関連消耗品等購入、消費者行政PR
用チラシ、備品を装備すること等。食品中の放射
性物質の簡易測定事業【交付金】

4,022 4,022 

レベルアップ研修、消費生活相談員研修参加費用弁
償、事務担当者研修参加旅費、講師への報酬・旅費・
研修会資料作成のための消耗品等

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員1名を増員し、2名体制で週5日間、相談を
受け付けできるよう窓口機能を強化する。【交付
金】

1,000 200 800 消費生活相談員報酬、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員、担当職員等の研修会への参加支援を行
う。【基金】

801 801 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

004505 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 美里町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週3回の相談員の増員（1名）、既存相談員を含めて週5日制の相談体制を維持してきた。

（強化） 平成28年度も週3日勤務の相談員1名を増員し、既存相談員を含めて週5日間相談を受け付けできるよう相談機能を強化する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止のための啓発等を行った。

（強化）
消費生活モニターの円滑な活動の保証、消費生活相談員の相談能力の向上等のスキルアップに関する経費、消費者への啓発事業、関連消耗品等の購
入、消費者行政PR用チラシ、備品を装備することなどを行う。食品中の放射性物質の簡易測定事業を行う。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員並びに担当者の研修参加に対する支援、相談員や消費生活モニターを含め、一般町民を対象とした消費生活講座の開催を行った。

（強化） 平成28年度においても中央研修や県内での研修会等への参加支援や消費生活講座を開催する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 1,334              千円 前年度差 711                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,334              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,000                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 7,157                 千円

うち交付金等対象経費 5,823              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 623                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 987                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 5,801              千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,424                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        989         

平成20年度の消費者行政予算 -                       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,209  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 2,262 2,204 - 58 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

①講師謝礼、費用弁償、消耗品費
②印刷製本費
③委託料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

①消費者被害防止のための啓発を行う。【交付
金】
②町民を対象とした消費者被害の未然防止のた
めの啓発強化を行う。【交付金】
③町民に対し、身近な場所で専門的な相談を受
けられる体制の整備。【交付金】

2,204 2,204 

旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員のレベルアップ支援のため研修
参加支援等を行う。【基金】

58 58 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

045811 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 女川町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害の未然防止を図るため、消費者講座の開催や町広報誌等で啓蒙活動を行った。

（強化）
地域住民を対象とした消費者講座の開催や消費者被害未然防止のためチラシ等を活用し、消費者教育の推進を図る。様々な消費者トラブル等を抱える
町民が、専門的な相談を身近な場所で受けられる体制の整備。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活相談員等のレベルアップのための研修参加支援を行った。

（強化） 県主催のレベルアップ研修会のほか、国民生活センター専門・事例講座への参加支援及び参考図書等の整備。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -31                 千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 923                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 3,185                 千円

うち交付金等対象経費 2,262              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 923                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,288              千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,211                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 954                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の専門・事例講座への参加支援。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 10,600 10,600 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

印刷製本費　250000円（印刷製本）
報償費　8,640,000円(講師謝礼金)
旅　 費　1,710,000円(講師旅費)

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

住民向け消費生活に関わるトラブル問答集等のチ
ラシ及びファイルを作成し、啓発事業を行う。【交
付金】
消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため
の専門的知識を有する者の活用を図る。【交付
金】

10,600 10,600 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

046060 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 宮城県 市町村名 南三陸町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
住民向け消費生活に関わるトラブル問答集等のパンフレット及びファイルを作成し、啓発事業を行う。
消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、弁護士、司法書士等の専門的知識を有する者を活用し、高度に専門的な消費生活相談への対応力の
強化を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -48                 千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 585                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 11,185               千円

うち交付金等対象経費 10,600             千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 585                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 10,600             千円

千円

前年度の消費者行政予算 11,185               千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 633                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国、県主催で行われる各種研修会に積極的に参加し、必要な知識等を習得する。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



別添

自治体名 南三陸町

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

法律相談専門員派遣事業 ①
消費生活相談の複雑化、高度化に対応するための専門的知識
を有する者の活用を図る。

10,350 無

計 10,350

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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